
閉会中の委員会日程と引き続き審査する案件 

 

 

議会運営委員会 平成２６年１１月４日（火）午前１０時 

▶議会改革に関する諸問題の調査 

 

厚生文教委員会 平成２６年１１月６日（木）午前１０時 

▶所管事務調査 

（子どもに関する諸問題の調査） 

 

建設環境委員会 平成２６年１１月１０日（月）午前１０時 

▶市道１８号線の道路区域境界線の一部（梶野町４丁目２１－１５から同４丁目２１－１ 

７）について区域決定の見直しの陳情書 

▶可燃ごみの積み替え運搬に関する陳情書 

▶武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業への補助金支出の適正さを確認すること 

を求める陳情書 

▶武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業に係る都市計画原案の決定延期と再検討 

を求める陳情書 

▶よりよいまちづくりに向け、武蔵小金井駅南口第２地区再開発にかかる都市計画の見直 

しを求める陳情書 

▶市道１８号線の一部（梶野町４丁目２１－１５から－１７）について道路区域決定と境 

界確認の見直しについての陳情書 

▶可燃ごみ減量のための生ごみ分別収集に向けた試行の実施を求める陳情書 

▶大型生ごみ減量化処理機器設置促進事業要綱改定を求める陳情書 

▶道路区域確認の根拠法の説明と、市民が納得できる公平、公正、公明な小金井市道路行 

政に改善することを求める陳情書 

▶民間超高層マンション建設（武蔵小金井駅南口第２地区再開発）について、適正な指導・ 

助言・検証を求める陳情書 

▶所管事務調査 

（ごみ処理対策及び資源循環型社会形成に係る諸問題の調査） 

▶所管事務調査 

（駅周辺のまちづくりに係る諸問題の調査） 

▶所管事務調査 

（小金井市の環境政策推進とエネルギーに係る諸問題の調査） 

 

決算特別委員会 平成２６年１１月１１日（火）午前１０時 

平成２６年１１月１４日（金）午前 ９時 

▶平成２５年度小金井市一般会計歳入歳出決算の認定について 

▶平成２５年度小金井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

▶平成２５年度小金井市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

▶平成２５年度小金井市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

▶平成２５年度小金井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

行財政改革調査特別委員会 平成２６年１１月１２日（水）午後１時 

▶行財政改革に係る諸問題の調査 

 



 

総務企画委員会 平成２６年１１月１３日（木）午後１時 

▶小金井市市民参加条例の一部を改正する条例 

▶市役所庁舎建設を促進し、賃借庁舎から早期に脱却することを求める陳情書 

▶庁舎建設予定地北側隣接の高架下スペースを市として活用すること等を求める陳情書 

▶職員・議員の報酬についての陳情書 

▶福祉会館の移転先に関する陳情書 

▶「新庁舎建設事業の凍結及び第二庁舎の取得について」に関する市長と行政側の対応に 

関する陳情書 

▶小金井大久保ビル（第二庁舎）購入騒動について、一連の経過を明らかにしていただく 

こと等を求める陳情書 

 

議会運営委員会 平成２６年１１月２５日（火）午後２時 

▶ごみ対策に係る諸問題の調査 

▶議会基本条例が制定されるまでの間の議会報告会の定期的試行を求める陳情書 

▶議会基本条例を遅くとも２０１４年度までに制定するよう求める陳情書 

▶ごみ問題の解決を促進し、また、ごみを大幅に減量すべく、市議会に特別委員会を設置 

することを求める陳情書 

▶『市議会だより』、ウェブサイトで審議結果の具体的な公開を求める陳情書 

▶市議会だより、市議会ウェブサイトで政務活動費収支報告の公開を求める陳情書 

▶議場の冷房についての陳情書 

▶傍聴し易い議会についての陳情書 

▶議会改革に関する諸問題の調査 

▶①次期定例会（臨時会を含む｡)の会期及び会議日割等、議会運営に関する調査 

②議会の会議規則、委員会条例等に関する調査 

③議会運営に関する議長の諮問事項について 

 

 

※ 傍聴はどなたでもできます。傍聴を希望される方は、下記の委員会傍聴受付場所で簡

単な手続きをしていただき、傍聴券の交付を受けてください。 

また、各委員会は市役所本庁舎３階の第一会議室で行われます。 

なお、急遽開催が決定し、ホームページに掲載されていない委員会などは、傍聴受付 

が市役所本庁舎４階の議会事務局のみの場合があります。 

 

◎ 委員会傍聴受付場所 

開会予定時刻 受付時間 
受付場所 

（市役所本庁舎） 

午前１０時 
午前９時３０分から午前１０時３０分まで ３階の第一会議室前 

午前８時３０分から会議終了まで ４階の議会事務局 

午前１０時以外 

開会予定時刻の３０分前から 

開会予定時刻の３０分後まで 
３階の第一会議室前 

午前８時３０分から会議終了まで ４階の議会事務局 

 

問合先 議会事務局 電話 ０４２－３８７－９９４７  F A X ０４２－３８７－１２２５ 


